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〜
誰
も
が
気
持
ち
よ
く

暮
ら
せ
る
美
し
い
ま
ち
へ
〜

６
月
は「
環
境
月
間
」で
す

環
境
問
題
は
こ
れ
か
ら
の
地
球

に
と
っ
て
ま
す
ま
す
大
切
な
問
題

で
す
。
環
境
に
つ
い
て
み
な
さ
ん

も
こ
の
機
会
に
考
え
て
み
ま
せ
ん

か
。町

で
は
、
町
民
の
み
な
さ
ん
の

協
力
の
も
と
、
町
民
一
斉
清
掃
や

不
法
投
棄
対
策
、
地
球
温
暖
化
対

策
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
中
で
も
苦
情
や
問
い
合
わ

せ
が
多
く
寄
せ
ら
れ
る
不
法
投

棄
、
ご
み
の
出
し
方
、
犬
の
飼
い

方
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

多
く
の
み
な
さ
ん
は
ル
ー
ル
を

守
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
が
、「
処
分
や
分
別
が
面
倒
、

お
金
が
も
っ
た
い
な
い
」
な
ど

ル
ー
ル
を
無
視
し
た
自
分
勝
手
な

理
由
で
、
河
川
敷
や
山
林
な
ど
に

ご
み
を
捨
て
る
企
業
や
個
人
が
い

ま
す
。
こ
の
行
為
が「
不
法
投
棄
」

町
で
は
、
ご
み
の
減
量
と
リ
サ

イ
ク
ル
を
進
め
る
た
め
、「
燃
え

る
ご
み
」「
燃
え
な
い
ご
み
」「
資

源
物
」
な
ど
に
分
別
し
て
ご
み
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
で
収
集
し
て
い
ま

す
。
粗
大
ご
み
（
大
き
さ
60
㎝
以

上
の
も
の
）
の
収
集
は
、
各
地
区

ご
と
に
年
４
回
、
月
曜
日
に
行
っ

て
い
ま
す
。 

粗
大
ご
み
の
収
集

日
及
び
収
集
場
所
は
各
行
政
区
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
各

地
区
で
資
源
物
の
資
源
回
収
を
行

う
場
合
は
、
積
極
的
に
出
す
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

ご
み
の
中
に
は
町
で
収
集
し
な

い
ご
み
（
処
理
困
難
物
、
事
業
所

か
ら
出
た
ご
み
等
）
も
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

テレビ、洗濯機、冷蔵庫
エアコン、衣類乾燥機、冷凍庫
の６品目は、町では回収しませ
んので、販売店などに処分を依
頼してください。

❷
燃えないごみ

収集曜日　毎月第１・３木曜日
（午前６時～午前８時）

【注：第５木曜日は収集しません】
ごみの出し方

指定の緑色コンテナに
出してください。

❹
資源物

（びん類・ペットボトル・食品トレイ類）
収集曜日　毎月第２・４木曜日
（午前６時～午前８時）

【注：第５木曜日は収集しません】
ごみの出し方

キャップをはずして中を洗ってくだ
さい。袋に入れずに、バラの
状態で出してください。

❶
燃えるごみ

収集曜日　毎週火・金曜日
（午前６時～午前８時）

ごみの出し方
鏡石町指定の

燃えるごみ袋に入れて
出してください。

❸
資源物（缶類・金属類）

収集曜日　毎月第１・３木曜日
（午前６時～午前８時）

【注：第５木曜日は収集しません】
ごみの出し方

缶類は中を洗って『水色（缶類）のコンテ
ナ』へ。金属類は『青色（金属類）の
コンテナ』へ出してください。

家電リサイクル ご
み
の
出
し
方

不
法
投
棄
を
無
く
す
に
は

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

不
法
投
棄
は
立
派
な
犯
罪
行
為

で
あ
り
、
不
法
投
棄
を
行
っ
た
者

は
法
律
に
よ
り
厳
し
く
罰
せ
ら
れ

ま
す
。

不
法
投
棄
防
止
に
効
果
が
あ
る

の
は
、
み
な
さ
ん
の
監
視
の
目
で

す
。
自
分
た
ち
の
ま
ち
を
み
ん
な

で
監
視
し
、
お
互
い
に
町
の
環
境

を
守
る
意
識
が
大
切
で
す
。
ご
み

が
あ
る
と
更
に
ご
み
を
呼
び
生
活

環
境
を
悪
化
さ
せ
ま
す
。
日
頃
か

ら
近
所
の
清
掃
や
見
回
り
な
ど

で
、
不
法
投
棄
を
さ
せ
な
い
環
境

づ
く
り
を
し
ま
し
ょ
う
。

不
法
投
棄
を
発
見
し
た
場
合

は
、
健
康
福
祉
課
ま
た
は
須
賀
川

警
察
署
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　

健
康
福
祉
課
☎
62

－

２
１
１
５

　
須
賀
川
警
察
署
☎
75

－

２
１
２
１

中学校卒業までの児童を養育している方へ

　　児童手当現況届および
　　　子育て世帯臨時特例給付金のお知らせ
  児童手当現況届について
　6月分以降の児童手当を受けるためには現況届の提出が必要です。現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、
6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件（児童の監督や保護、生計同一関係など）を満たしているかど
うかを確認するためのものです。

【現況届に必要な書類】
　　　　　

　　

　提出期限：6月 30日㈫

　　現在児童手当を受給している対象者の方に申請書を郵送しますの
　で、必ずご確認ください。
　※期限までに提出がないと 6月以降の手当が差し止めとなる場合が
　ありますので、ご注意ください。

  子育て世帯臨時特例給付金について
　子育て世帯を対象に子育て世帯臨時特例給付金を支給します。子育て世帯に対して、消費税率引上げの影響
等を踏まえ、臨時特例的な措置として実施されるものです。

●支給対象者
　　鏡石町から平成 27年 6月分の児童手当（特例給付を除く）を受給され
　る方（現況届を提出された方）が対象です。　
　※特例給付：児童手当を児童 1人につき月額 5,000 円受給されている方

●支給額
　　対象児童 1人につき 3,000 円

●基準日
　　平成 27年 5月 31日

●申請方法（受付開始は 6月中旬を予定）
　　鏡石町から児童手当を受給している方には、児童手当現況届の用紙と一緒に子育て世帯臨時特例給付金の
　申請書を郵送いたしますので、併せて申請してください。
　　公務員の方は基準日（平成 27年 5月 31日）に住民票がある市町村での申請となるため、詳しくは各市
　町村へお問い合わせください。（勤務先から案内がありますので、そちらでご確認ください）

●申請・問い合わせ先　健康福祉課　☎ 62-2115

　

犬の飼い方について
　自分の家の前に犬のフンが放置さ
れていたらどう思いますか。飼い犬
のフンを放置し、後始末をしない行
為が、周囲の人を困らせたり不愉快
な気持ちにさせてしまいます。飼い
主のみなさんの心がけと協力があれ
ば犬のフンの問題は改善できます。
　みなさんがお互いに気持ちよく暮
らせる快適な環境と美しいまちづく
りのため、犬を散歩させるときは、
マナーを守るようご協力をお願いし
ます。

対象者 必要なもの

受給者全員
 ・児童手当現況届
 ・受給者本人の健康保険被保険者証の写し（国民健康保険被保険者証をお  
　持ちの方は不要）
 ・振込指定口座を変更したい場合は変更希望の通帳のコピー

平成 27年 1月 1日時
点で鏡石町に住民登録
をされていなかった方

 ・平成 27年度所得証明書（平成 26年分）
※平成 27年 1月 1日時点に住民登録をされていた市町村での発行となり
　ます。

ご
み
の
不
法
投
棄


